
目

次

訓

令

○
青
森
県
三
八
地
域
産
学
出
会
い
創
出
実
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
三
八
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を

廃
止
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
新

産

業

創

造

課
）
…
一

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
四

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

三
八
地
域
県
民
局

青
森
県
三
八
地
域
産
学
出
会
い
創
出
実
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
三
八
地
域
県

民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
三
八
地
域
産
学
出
会
い
創
出
実
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
三
八
地

域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
三
八
地
域
産
学
出
会
い
創
出
実
証
事
業
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
三
八
地
域
県

民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

青
森
県
報
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第
七
百
三
十
五
号

令
和
六
年三

月
十
三
日

（
水
曜
日
）



令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

取

消

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

尾
金

一
民
医
療
法
人
雄

心
会
青
森
新

都
市
病
院

青
森
市
石
江
三
丁

目
一

脳
神
経
外
科

令
和六･
三･
五

難
病
指
定

医

上
田

亮

い
や
し
の
も

り
ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
南
類
家
二

丁
目
一
六
の
一
五

ア
ー
バ
ン
パ
レ
ス

Ｄ

内
科

〃

難
病
指
定

医

濱
近

草
平
一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
東

通
村
診
療
所

下
北
郡
東
通
村
大

字
砂
子
又
字
里
一

七
の
二

内
科
、
小
児
科

〃

青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

坂
本
コ
ー

ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
新
町

五
〇

訪
問
介

護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

ほ
っ
と

五
所
川
原
市
新

町
五
〇

令
和六･
二･
一
令
和六･
三･
一

医
療
法
人

誠
仁
会

つ
が
る
市
木
造
若

竹
五

短
期
入

所
療
養

介
護

医
療
法
人

誠
仁
会
介

護
医
療
院

尾
野
病
院
つ
が
る
市
木
造

若
竹
五

令
和六･
二･
六
令
和六･
三･三一

合
資
会
社

も
っ
た
い

な
い
商
事
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

訪
問
看

護

早
稲
田
ケ

ア
サ
ポ
ー

ト

弘
前
市
大
字
早

稲
田
四
丁
目
七

の
九

令
和六･
一･三〇
令
和六･
二･二九

合
資
会
社

も
っ
た
い

な
い
商
事
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

訪
問
介

護

早
稲
田
ケ

ア
サ
ポ
ー

ト

弘
前
市
大
字
早

稲
田
四
丁
目
七

の
九

令
和六･
一･三〇
令
和六･
二･二九

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
三
の
一

特
定
福

祉
用
具

販
売

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
三
の

一

令
和六･
二･
五
令
和六･
三･三一

株
式
会
社

く
れ
も
と
つ
が
る
市
木
造
曙

三
九
の
一

通
所
介

護

く
れ
も
と

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

つ
が
る
市
木
造

曙
三
九
の
一

令
和六･
二･一二
令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地
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医
療
法
人

誠
仁
会

つ
が
る
市
木
造
若

竹
五

介
護
予

防
短
期

入
所
療

養
介
護

医
療
法
人

誠
仁
会
介

護
医
療
院

尾
野
病
院
つ
が
る
市
木
造

若
竹
五

令
和六･
二･
六
令
和六･
三･三一

合
資
会
社

も
っ
た
い

な
い
商
事
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
上

野
一
三
八

介
護
予

防
訪
問

看
護

早
稲
田
ケ

ア
サ
ポ
ー

ト

弘
前
市
大
字
早

稲
田
四
丁
目
七

の
九

令
和六･
一･三〇
令
和六･
二･二九

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
三
の
一

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
三
の

一

令
和六･
二･
五
令
和六･
三･三一

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
三
の
一

特
定
介

護
予
防

福
祉
用

具
販
売

東
北
化
学

薬
品
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
三
の

一

令
和六･
二･
五
令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

山
田

貴
大

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
鰺
ケ

沢
病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

蒲
生
一
〇
六
の
一

〇

外
科
（
直
腸
機
能
障

害
）

令
和六･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
四
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
六
年
一
月
十
一
日
及
び
同
年
二
月
九
日
収
去
さ
せ
た
飼
料

の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料
中
部
仕
上
マ
ッ

シ
ュ

5.12
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料
中
部
Ｗ
後
期
Ｅ
Ｘ

Ｐ
5.12

粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料
プ
レ
ス
タ
ー
タ
ー

5.12
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
肉
豚
肥
育
用
配
合
飼
料

ク
リ
ー
ン
肉
豚
Ｃ
Ｒ

6.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｔ
Ｄ
Ｎ
、
水
分

無



青
森
県
告
示
第
百
四
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

立
石
子
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
標
柱
七
号
か
ら
標
柱
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
及
び
標
柱
七
号
と
標
柱
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
標
柱
十
一
号
か
ら
標
柱
十

六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十
一
号
と
標
柱
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
七
号
と
標
柱
十
号
を
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
十
一
号
と
標
柱
十
六
号
を
結
ん
だ
線
は
県
道
夏
泊
公
園
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の

他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三

東
津
軽
郡
平
内
町

〃〃

東
田
沢

〃〃

立
石
子

〃小
湊
越
、
立

石
子

一
の
三

二
の
一

国
調
筆
界
未
定

四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

小
湊
越

小
湊
越
、
立

石
子

立
石
子

三
ツ
角

小
湊
越

〃三
ツ
角

〃〃〃〃〃〃

一
〇
の
一
五
六

国
調
筆
界
未
定

一
の
二

三
〇
の
一

一
〇
の
一
五
六

一
〇
の
一
六
四

二
六
の
三

二
六
の
三

二
四

二
四

二
二
の
一

三
一
の
五

三
一
の
五

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

（ ）4青 森 県 報 第735号令和６年３月13日 水曜日
日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
種
豚
飼
育
用
配
合
飼
料

ウ
イ
ン
グ
種
豚

6.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｔ
Ｄ
Ｎ
、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
幼
雛
用
配
合
飼
料
百

成
フ
ー
ド

6.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無



令
和
六
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
川
市
尾
崎
浅
井
六
の
三

畑

三
、
九
八
二

二

利
用
権
の
内
容

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

利

用

権

の

始

期

存

続

期

間

令
和
六
年
四
月
二
七
日

一
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

四
万
二
千
六
百
円

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

令
和
二
年
十
二
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
十

和
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

雪

森

正

三

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

河
津

吉
大

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
上
川
原
二
七
の
三

令
和
六･
二･二九

（ ）5 青 森 県 報 第735号令和６年３月13日 水曜日



（ ）6青 森 県 報 第735号令和６年３月13日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


